
 1 / 3 

 

 
 

令和８年３月５日 

国土交通省関東地方整備局 

東京国道事務所 

 

令和 7 年度第２回東京都移動性向上委員会を開催します 

～東京都内の渋滞対策について議論します～ 

  学識経験者･関連団体（トラック協会、バス協会）･警視庁･道路管理者が一堂に会し、 

東京都の渋滞対策について議論を行います。 

 

 日時：令和８年３月９日（月）１５時～ 

 場所：国土交通省関東地方整備局東京国道事務所 第二会議室 

千代田区九段南１―２―１（九段第３合同庁舎１５階） 

 内容（予定） ： 

    ・主要渋滞箇所の解除 

    ・ＴＤＭ施策の検討 等 

※対面と WEB を併用して開催します。  

※会議の運営上、写真及び映像の撮影は、冒頭の挨拶までとさせていただきます。 

取材者証（腕章）の着用をお願いします。なお、一般の方の傍聴はできません。 

※取材を希望される報道機関の方は、下記の問い合わせ先までご連絡をお願いします。 

WEB 取材を希望される方も冒頭の挨拶までとし、問合せ時にお申しつけください。 

※会議資料は、会議終了後、東京国道事務所の WEB サイトで公開する予定です。 

 「東京国道事務所」で検索いただきご確認ください。 

 

本委員会は、東京都の渋滞を解消し、円滑な交通流を確保するため、関係機関相互の調整を

図りつつ、渋滞ボトルネック箇所について効果的な対策の推進を目的として設置されました。 

東京都内の主要渋滞箇所における課題の状況を継続的に把握･共有するとともに、新たな交

通観測データの分析等により、効果的な渋滞対策の推進について、学識経験者や様々な分野の

方々からご意見、ご提言をいただくため、この度、本委員会を開催します。 

＜発表記者クラブ＞ 竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 都庁記者クラブ 

＜問い合わせ先＞  

関東地方整備局 東京国道事務所 

電話：０３－３５１２－９０９０（代表）   メールアドレス： ktr-toukoku-press@mlit.go.jp 

副所長    山下（やました）（内線：２０５） 

事業対策官  黒岩（くろいわ）（内線：２０８） 
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東京都移動性向上委員会 名簿 

 

委員長  東京都立大学教授 

委員   国土交通省 関東地方整備局 東京国道事務所長 

〃   国土交通省 関東地方整備局 相武国道事務所長 

〃   国土交通省 関東地方整備局 首都国道事務所長 

〃   国土交通省 関東地方整備局 川崎国道事務所長 

〃   国土交通省 関東地方整備局 横浜国道事務所長 

〃   国土交通省 関東地方整備局 東京外かく環状国道事務所長 

〃   国土交通省 関東運輸局 東京運輸支局長 

〃   警視庁 交通部 交通規制課 課長代理（交通技術担当） 

〃   警視庁 交通部 交通規制課 課長代理（信号機管理担当） 

〃   東京都 建設局 道路管理部 安全施設課長 

〃   東京都 建設局 道路建設部 計画課長 

〃   東京都 建設局 道路建設部 計画課 鉄道立体担当課長 

〃   東日本高速道路（株）関東支社 東京外環工事事務所長 

〃   中日本高速道路（株）東京支社 総務企画部 企画調整課 担当課長 

〃   中日本高速道路（株）東京支社 保全・サービス事業部 交通技術課長 

〃   首都高速道路（株） 計画･環境部 計画調整課 担当課長 

〃   首都高速道路（株） 保全･交通部 交通安全推進課長 

〃   （一社）東京都トラック協会 業務部長 

〃   （一社）東京バス協会 常務理事 

オブザーバー 関東地方整備局 道路部 
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令和 7 年度 第２回東京都移動性向上委員会 

 

日時 令和８年３月９日（月）１５時～ 

場所 国土交通省関東地方整備局東京国道事務所 第二会議室 

   千代田区九段南１―２―１（九段第３合同庁舎１５階） 

内容（予定）  

   ・主要渋滞箇所の解除 

   ・ＴＤＭ施策の検討 等 

 

※公開に当たってのお知らせ 

 当日傍聴される報道関係者の皆様におかれましては、審議の支障とならないよう、係員の注

意事項に従ってください。 

※東京国道事務所に来庁者用の駐車場はありませんので、来庁の際は公共交通機関をご利用く

ださい。 

（九段第３合同庁舎の来庁者用駐車場を利用される場合、入庫から３０分を過ぎると駐車

料金が発生します。） 

 

 


